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図
書
館
に
対
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
義
務
づ
け
と

今
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
表
現
規
制
の
態
様

―
―
Ｃ
Ｄ
Ａ
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
事
例
か
ら
―
―

森

脇

敦

史

は

じ

め

に

一
九
九
〇
年
代
中
頃
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
技
術
革
新
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
価
格
低

下
や
、
利
用
し
や
す
い
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
出
現
に
よ
っ
て
、
爆
発
的
な
普
及
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
普
及
は
、
未
成
年
者
に
「
有
害
」
と
さ
れ
る
情
報
に
子
供
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
簡
単
に
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
発
祥
の
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
中
頃
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
有
害
」
表
現
に
対
す
る
規
制
が
主
張
さ
れ
、

連
邦
議
会
は
一
九
九
六
年
に
「
通
信
品
位
法
」
を
制
定
し
て
、
未
成
年
者
に
対
し
て
有
害
な
表
現
を
行
う
者
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
た
。

し
か
し
通
信
品
位
法
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
言
論
の
自
由
を
定
め
た
憲
法
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
た
。
連
邦
議
会
は
一
九
九
八

年
に
適
用
範
囲
を
限
定
し
た
「
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
保
護
法
」
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
第
三
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
違
憲
判
決
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を
下
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
控
訴
審
の
理
由
付
け
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
判
決
を
差
し
戻
し
た
が
、
再
び
控
訴
審
で
違
憲
判
決
が

出
さ
れ
、
最
高
裁
に
上
訴
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
制
は
、
従
来
の
書
籍
や
放
送
へ
の
規
制
と
同
様
に
、「
有
害
」
な
情
報
を
発
信
し
た
者
を
処
罰
す
る
と
い
う
形
で
問
題

に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
は
、
こ
の
よ
う
な

情
報
発
信
者
を
対
象
と
し
た
規
制
だ
け
で
は
な
く
、
情
報
の
受
領
者
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
問
題
に
対
処
す
る
試
み
を
可
能
と
し
た
。

「
有
害
」
と
さ
れ
る
表
現
を
受
け
手
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン（
１
）

グ
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
連
邦
議

会
は
、
連
邦
資
金
の
助
成
を
受
け
る
図
書
館
に
対
し
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
導
入
を
義
務
づ
け
た
「
児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保

護
法
」
を
制
定
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
公
共
図
書
館
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
自
由
に
ア
ク
セ
ス
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い（
２
）

る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
価
格
が
低
下
し
た
と
は
言
う
も
の
の
、
万
人
が
購
入
可
能
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え

ず
、
特
に
所
得
の
低
い
層
に
と
っ
て
は
図
書
館
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
は
情
報
を
入
手
す
る
重
要
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
児
童
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法
は
、
情
報
の
発
信
者
を
処
罰
す
る
従
来
の
立
法
と
は
異
な
り
、
情
報
の
受
信
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
問

題
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
対
し
て
は
、
有
害
と
は
言
え
な
い
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
阻
害

さ
れ
、
ま
た
成
人
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
、
児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法
に
対
し
て
も
制
定
直
後
に

違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、U

n
ited

S
tates

v.A
m

erican
L

ibrary
A

ssociation
,In

c. （
３
）に
お
い
て
児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法
の
合
憲

性
を
承
認
し
た
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
未
成
年
者
に
有
害
と
さ
れ
る
情
報
に
対
処
す
る
立
法
の
合
憲
性
を
最
高
裁
が
認
め
た

初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
本
稿
で
は
、
児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法
が
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を

見
た
後
に
本
判
決
を
検
討
し
、
今
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
規
制
態
様
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
一
章

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
害
表
現
に
対
す
る
規
制
の
経
緯

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
一
九
六
九
年
に
開
始
さ
れ
た
米
国
防
総
省
高
等
開
発
研
究
局
（A

dvan
ced

R
esearch

P
rojects

A
gen

cy,

A
R

P
A

）
の
広
域
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
実
験
に
端
を
発（
４
）

し
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
電
子
メ
ー
ル
や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
研
究
者
が
情
報
交
換
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
一
般
社
会
に

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
一
年
に
現
れ
た
Ｗ
Ｗ
Ｗ
（W

orld
W

ide
W

eb

）
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
当
初
Ｗ
Ｗ
Ｗ
が

扱
え
た
の
は
文
字
デ
ー
タ
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
画
像
デ
ー
タ
の
利
用
が
可
能
に
な
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
価
格
低
下
や
、
利
用
し
や
す

い
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
出
現
に
よ
っ
て
、
一
九
九
五
年
頃
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
者
層
が
爆
発
的
に
拡
大
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
発
信
及
び
受
信
す
る
こ
と
が
困
難
な
情

報
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
多
く
の
「
有
害
」
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
も
ま
た
容
易
と
な
っ
た
。
子
供
に

よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
現
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
子
供
の
保
護
を
目
的
と
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表

現
に
対
す
る
規
制
の
主
張
が
（
半
ば
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
）
な
さ
れ
、
議
会
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

一

通

信

品

位

法

こ
の
よ
う
な
状
況
で
制
定
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
（C

om
m

u
n

ication
s

D
ecen

cy
A

ct
of

1996(C
D

A
)

）
で

あ
っ（
５
）

た
。
Ｃ
Ｄ
Ａ
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
合
衆
国
法
典
第
四
七
編
二
二
三
条
（
ａ
）
は
、「
何
人
で
あ
れ
、
州
際
ま
た
は
外
国
と
の
通
信

に
お
い
て
、
電
子
通
信
機
器
を
用
い
て
故
意
に
、
通
信
の
受
領
者
が
一
八
歳
に
満
た
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
わ
い
せ
つ
も
し
く
は

下
品
な
あ
ら
ゆ
る
コ
メ
ン
ト
、
要
求
、
示
唆
、
提
案
、
画
像
、
も
し
く
は
他
の
通
信
を
、
そ
の
よ
う
な
通
信
を
開
始
し
た
か
要
求
し
た

か
に
関
わ
ら
ず
行
っ
た
者
」
に
対
し
て
、
二
年
を
超
え
な
い
自
由
刑
も
し
く
は
罰
金
ま
た
は
併
科
し
て
い
た
。
ま
た
二
二
三
条
（
ｄ
）

図書館に対するフィルタリングの義務づけと今後のインターネット上における表現規制の態様
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は
、「
何
人
で
あ
れ
、
州
際
ま
た
は
外
国
と
の
通
信
に
お
い
て
、
性
的
ま
た
は
排
泄
の
行
為
も
し
く
は
器
官
を
、
現
代
の
地
域
共
同
体

の
基
準
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
不
快
な
方
法
で
描
写
も
し
く
は
記
述
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
コ
メ
ン
ト
、
要
求
、
示
唆
、
提
案
、
画
像
も
し

く
は
他
の
通
信
を
、
そ
の
よ
う
な
通
信
を
開
始
し
た
か
要
求
し
た
か
に
関
わ
ら
ず
、
一
八
歳
に
満
た
な
い
特
定
の
人
物
に
対
し
て
双
方

向
的
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
て
送
信
し
、
ま
た
は
一
八
歳
に
満
た
な
い
人
物
が
利
用
可
能
な
方
法
で
双
方
向
的
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
て
陳
列
し
た
者
」
に
同
様
の
刑
罰
を
科
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
二
二
三
条
（
ｅ
）（
五
）
は
、
禁
止
さ
れ
た

通
信
へ
の
未
成
年
者
の
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
の
認
証
手
段
を
用
い
た
り
、
他
の
「
誠
実
で
、
合

理
的
で
、
効
果
的
で
、
適
切
な
行
動
」
を
用
い
た
者
は
違
反
を
問
わ
れ
な
い
と
す
る
積
極
的
抗
弁
を
認
め
て
い
た
。

Ｃ
Ｄ
Ａ
に
対
し
て
は
、
制
定
直
後
に
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
地
裁
は
一
方
的
緊
急
差
止
命
令
及
び
暫
定
的
差
止
命（
６
）

令
を
認
め
た
。

政
府
は
最
高
裁
に
上
訴
し
た
が
、
最
高
裁
はR

en
o

v.
A

C
L

U （
７
）に
お
い
て
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
下
品
な
」
と
い
う
規
定
が

あ
い
ま
い
で
あ
り
、
よ
り
制
約
的
で
な
い
他
の
手
段
を
検
討
し
て
い
な
い
た
め
、
文
面
上
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

政
府
は
、
未
成
年
者
に
有
害
な
表
現
物
の
未
成
年
者
に
対
す
る
販
売
禁
止
を
支
持
し
たG

in
sberg

判（
８
）

決
、
ラ
ジ
オ
放
送
中
の
下
品

な
表
現
に
対
す
る
連
邦
通
信
委
員
会
の
警
告
を
合
憲
と
し
たP

acifica

判（
９
）

決
、
住
宅
地
域
か
ら
の
成
人
向
け
映
画
館
の
排
除
を
認
め

たR
en

ton

判（
１０
）

決
に
依
拠
し
て
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
合
憲
性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
法
廷
意
見
は
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
�
親
の

同
意
を
考
慮
せ
ず
�
非
商
業
的
通
信
も
対
象
と
さ
れ
�
二
二
三
条
（
ａ
）
の
「
下
品
な
」（in

decen
t

）
と
い
う
単
語
が
定
義
さ
れ
て

お
ら
ず
、
二
二
三
条
（
ｄ
）
が
規
制
す
る
「
明
ら
か
に
不
快
な
」（paten

tly
offen

sive

）
表
現
が
「
真
剣
な
文
学
的
、
芸
術
的
、
政

治
的
あ
る
い
は
科
学
的
価
値
を
欠
い
て
い
る
」
こ
と
を
求
め
ず
�
Ｃ
Ｄ
Ａ
が
定
め
る
「
未
成
年
者
」
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
よ
り
一

歳
上
で
あ
る
点
でG

in
sberg

判
決
と
は
異
な
る
と
し
た
。
ま
た
、P

acifica
判
決
と
比
べ
る
と
、
�P

acifica

判
決
で
は
特
定
の
時

及
び
場
所
に
お
け
る
特
定
の
放
送
が
問
題
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
広
汎
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
禁
止
で
あ
り
、
時
及
び
場
所

（阪大法学）５３（３・４―３９６）１０１８〔２００３．１１〕



が
無
限
定
で
あ
る
�
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
警
告
は
刑
罰
で
は
な
い
�P

acifica

判
決
は
、
放
送
と
い
う
「
歴
史
的
に
最
も
限
定
的
な
修
正
一
条
の

保
護
を
受
け
て
き
た
」
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
事
例
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
な
い
。
そ
し
て
、R

en
ton

判
決
と
の
比
較
で
も
、
�
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
全
体
に
適
用
さ
れ
�
そ
の
目
的
は
子
供
を
「
下
品
」
で
「
明
ら
か
に
不
快
な
」

言
論
の
第
一
次
的
効
果
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
い
ず
れ
も
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
合
憲
性
を
示
す
論
拠
と
は
な
ら
な
い
と
い（
１１
）

う
。

従
っ
て
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
に
は
通
常
の
修
正
一
条
審
査
で
用
い
ら
れ
る
基
準
が
該
当
す
る
。「
下
品
な
」「
明
ら
か
に
不
快
な
」
と
い
う
文
言

に
は
定
義
が
な
く
、
例
え
そ
れ
がM

iller

判（
１２
）

決
の
一
要
素
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
二
要
件
を
欠
い
て
い（
１３
）

る
。
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
、

青
少
年
保
護
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
成
人
の
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
表
現
を
相
当
程
度
抑
圧
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
他
の

よ
り
制
約
的
で
な
い
代
替
手
段
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
同
程
度
の
有
効
性
で
、
法
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
正
当
な
目
的
を
達
成
で
き

る
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
。
既
存
の
技
術
で
は
情
報
受
領
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
有
効
な
手
段
が
存
在
し
な
い
た
め
、
常
に
処
罰
の
危

険
が
あ
り
、
ま
た
下
品
な
素
材
に
対
し
て
「
タ
グ
を
付
け
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
な
ど
の
代
替
的
手
段
が
Ｃ
Ｄ
Ａ
ほ
ど
に
は
有
効
で
な

い
こ
と
の
検
討
が
議
会
で
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
限
定
的
に
作
ら
れ
て
い
な
い
と
し（
１４
）

た
。
二
二
三
条
（
ｅ
）（
五
）

は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
年
齢
認
証
を
有
効
な
抗
弁
と
す
る
が
、
認
証
の
導
入
に
必
要
な
資
金
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
大
半
の
非

商
業
的
発
信
者
は
抗
弁
を
援
用
で
き
ず
、
成
人
に
よ
る
通
信
へ
の
抑
圧
は
解
消
さ
れ
な（
１５
）

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
二
三
条
（
ａ
）
と

二
二
三
条
（
ｄ
）
は
、
わ
い
せ
つ
な
表
現
に
適
用
さ
れ
る
部
分
を
除
き
修
正
一
条
違
反
と
さ
れ
た
。

一
方
、
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
一
部
同
意
一
部
反
対
意
見
（
レ
ー
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
同
調
）
は
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

「
ア
ダ
ル
ト
ゾ
ー
ン
」
を
形
成
す
る
試
み
だ
っ
た
と
理
解
す
る
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
法
は
、（
�
）
そ
れ
が
素
材
に
対
す
る
成
人
の
ア
ク
セ

ス
を
不
当
に
（u

n
du

ly

）
制
約
せ
ず
、（
�
）
禁
じ
ら
れ
た
素
材
に
対
し
て
未
成
年
者
が
ア
ク
セ
ス
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
持
た
な
い

場
合
に
は
、
有
効
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
先
例
は
示
し
て
い
る
と
す（
１６
）

る
。
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
上
で
は
、
ア
ダ
ル
ト
Ｉ
Ｄ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

図書館に対するフィルタリングの義務づけと今後のインターネット上における表現規制の態様

（阪大法学）５３（３・４―３９７）１０１９〔２００３．１１〕



カ
ー
ド
を
用
い
た
「
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
」
技
術
に
よ
っ
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
為
さ
れ
う
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
技
術
は
未
完
成
で
あ
る
た

め
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
「
陳
列
」
を
禁
じ
た
部
分
は
違
憲
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
し（
１７
）

た
。
し
か
し
、「
下
品
な
通
信
」
と
「
特
定
の
人
物
」

に
対
す
る
通
信
は
、
成
人
間
の
通
信
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
一
人
の
成
人
と
一
人
以
上
の
未
成
年
者
（
で
あ
る
こ
と
を
成
人
が

知
っ
て
い
る
者
）
と
の
通
信
に
適
用
さ
れ
る
限
り
は
合
憲
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ（
１８
）

た
。

二

児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
保
護
法

R
en

o

判
決
を
受
け
て
、
連
邦
議
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
不
適
切
な
表
現
か
ら
青
少
年
を
保
護
す
る
た
め
の
新
た
な
立
法
を
迫

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
律
制
定
の
た
め
公
聴
会
や
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
制
定
さ
れ
た
の
が
、
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
保
護
法

（C
h

ild
O

n
lin

e
P

rotection
A

ct,C
O

P
A

）
で
あ
っ
た
。

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
合
衆
国
法
典
第
四
七
編
二
三
一
条
（
ａ
）（
一
）
は
、「
何
人
で
あ
れ
、
故
意
に
そ
し
て
素
材
の
性
質

を
認
識
し
た
上
で
、
Ｗ
Ｗ
Ｗ
を
用
い
た
州
際
ま
た
は
外
国
と
の
通
信
に
お
い
て
、
未
成
年
者
が
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
通
信
に
よ
っ
て
、

商
業
的
目
的
で
未
成
年
者
に
有
害
な
あ
ら
ゆ
る
素
材
を
通
信
し
た
者
は
、
五
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
六
月
以
下
の
自
由
刑
に
処

さ
れ
、
ま
た
は
併
科
さ
れ
る
」
と
定
め（
１９
）

る
。
そ
し
て
二
三
一
条
（
ｅ
）
で
は
文
言
の
定
義
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
未
成
年
者
」（m

in
ors

）

は
一
七
歳
未
満
の
者
で
あ
り
、「
未
成
年
に
有
害
な
」（h

arm
fu

l
to

m
in

ors

）
と
い
う
文
言
は
、
わ
い
せ
つ
な
、
ま
た
は
（
Ａ
）
通

常
人
が
、
現
代
の
地
域
共
同
体
の
基
準
を
当
て
は
め
、
未
成
年
者
の
観
点
か
ら
全
体
と
し
て
考
慮
し
た
際
に
、
素
材
が
好
色
的
興
味
に

訴
え
か
け
、
ま
た
は
迎
合
す
る
よ
う
作
成
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
、（
Ｂ
）
未
成
年
者
の
観
点
か
ら
し
て
明
ら
か
に
不
快
な
方
法
で
、

現
実
も
し
く
は
擬
似
の
性
的
行
為
や
性
的
接
触
、
現
実
も
し
く
は
擬
似
の
通
常
も
し
く
は
倒
錯
的
な
性
的
行
為
、
ま
た
は
生
殖
器
も
し

く
は
思
春
期
以
降
の
女
性
の
胸
部
の
下
品
な
公
開
を
描
写
、
記
述
、
表
現
し
て
お
り
、（
Ｃ
）
全
体
と
し
て
見
た
場
合
に
、
未
成
年
者

に
と
っ
て
真
剣
な
文
学
的
、
芸
術
的
、
政
治
的
ま
た
は
科
学
的
な
価
値
を
欠
い
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
通
信
、
写
真
、
イ
メ
ー
ジ
、
画
像
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イ
メ
ー
ジ
フ
ァ
イ
ル
、
記
事
、
録
音
、
著
述
、
ま
た
は
他
の
素
材
」
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
二
三
一
条
（
ｃ
）
で
は
、
表
現

者
に
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
成
人
Ｉ
Ｄ
コ
ー
ド
そ
の
他
利
用
可
能
な
技
術
の
下
で
合
理
的
な
手
法
を
用
い
て
、
未
成
年
者
に
よ
る
ア

ク
セ
ス
を
誠
実
に
防
止
す
る
こ
と
に
よ
る
積
極
的
抗
弁
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｄ
Ａ
と
比
較
す
る
と
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
は
慎
重
に
制
定
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
Ｃ
Ｄ
Ａ
は
営
利
非
営
利
を
問
わ
ず
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
全
て
の
通
信
が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
は
Ｗ
Ｗ
Ｗ
を
用
い
た
商
業
的
目
的
の
表
現
の
み
を
対
象
と
し
て
い

（
２０
）

る
。
ま
た
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
対
象
と
な
る
未
成
年
者
は
一
七
歳
未
満
で
あ
る
。
積
極
的
抗
弁
は
「
誠
実
に
」
行
わ
れ
て
い
れ
ば
良
く
、「
効

果
的
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
で
は
「
下
品
な
」「
明
ら
か
に
不
快
な
」
と
い
う
文
言
の
定
義
を
欠
く
の

に
対
し
て
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
はG

in
sberg

判
決
で
認
め
ら
れ
た
「
未
成
年
者
に
有
害
な
」
と
い
う
基
準
に
従
い
定
義
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
に
対
し
て
も
修
正
一
条
違
反
で
あ
る
と
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
地
裁
は
一
方
的
緊
急
差
止
命
令
を
行
い
、
さ

ら
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
規
制
が
「
未
成
年
者
に
有
害
な
」
素
材
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
最
も
制
約
的
で
な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
、
暫
定
的
差
止
命
令
を
認
め（
２１
）

た
。
控
訴
審
で
も
差
止
命
令
は
支
持
さ
れ（
２２
）

た
が
、
そ
の
根
拠
は
地
裁
と
は
異
な
り
、
Ｃ

Ｏ
Ｐ
Ａ
が
「
未
成
年
者
に
対
し
て
有
害
」
な
素
材
を
定
め
る
た
め
に
「
現
代
の
地
域
共
同
体
の
基
準
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
条
文

を
過
度
に
広
汎
に
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
上
訴
を
受
理
し
た
が
、
審
理
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
差
止
命
令
そ
れ

自
体
で
は
な
く
、「
未
成
年
者
に
有
害
」
な
素
材
を
定
め
る
た
め
に
「
地
域
共
同
体
の
基
準
」
に
依
拠
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
過
度
の

広
汎
性
を
招
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

A
sh

croft
v.

A
C

L
U （

２３
）に
お
い
て
、
最
高
裁
は
審
理
を
控
訴
裁
に
差
し
戻
し
た
。
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
相
対
多
数
意
見
は
、「
地
域
共
同

体
の
基
準
は
正
確
に
地
理
的
区
域
を
参
照
す
る
こ
と
で
定
め
ら
れ
る
必
要
は
な（
２４
）

い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
も
し
出
版
者
が
自
己
の
素

材
を
特
定
の
地
域
共
同
体
の
基
準
の
み
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
地
域
共
同
体
を
狙
っ
て
送
り
出
す
こ
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と
が
可
能
な
媒
体
を
用
い
る
と
い
う
単
純
な
段
階
を
踏
め
ば
よ
い
だ
け
で
あ（
２５
）

る
」
と
し
た
。
従
っ
て
、「
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
が
『
未
成
年
者
に

有
害
な
素
材
』
を
定
め
る
た
め
に
地
域
共
同
体
の
基
準
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
修
正
一
条
の
目
的
か
ら
し
て
条
文
を

実
質
的
に
過
度
に
広
汎
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
な（
２６
）

い
」
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
差
戻
し
の
結
論
自
体
に
つ
い
て
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
の
合
意
が
得
ら
れ
た
も
の
の
、
実
質
的
争
点

で
あ
る
「
地
域
共
同
体
の
基
準
」
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
適
用
の
是
非
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
と
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
わ
い
せ
つ
表
現
規
制
の
際
に
は
、
本
来
適
用
さ
れ
る
べ

き
基
準
よ
り
も
制
約
的
な
地
域
的
基
準
が
当
て
は
め
ら
れ
る
問
題
を
避
け
る
た
め
、「
全
国
的
な
基
準
」
が
望
ま
し
い
と
す
る
一
部
同

意
一
部
結
果
同
意
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
付
け
て
い（
２７
）

る
。
ま
た
、
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
結
果
同
意
意
見
（
ス
ー
タ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
裁
判
官
同

調
）
も
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
が
地
域
的
基
準
と
全
国
的
基
準
の
い
ず
れ
を
用
い
て
い
る
か
を
決
定
す
る
必
要
を
否
定
し
つ
つ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
対
す
る
地
域
共
同
体
の
基
準
の
採
用
が
、
最
も
保
守
的
な
共
同
体
の
判
断
を
全
体
に
押
し
つ
け
る
現
実
的
効
果
を
持
つ
と
す
る
控

訴
審
の
判
断
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
い（
２８
）

る
。
控
訴
審
判
決
を
支
持
す
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
反
対
意（
２９
）

見
を
合
わ
せ
る

と
、
多
様
な
共
同
体
の
基
準
に
よ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
問
題
点
は
六
人
の
裁
判
官
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な（
３０
）

る
。
差
戻
審
に
お
い
て
、
第
三
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
が
限
定
的
に
作
ら
れ
て
い
る
と
は
言

え
ず
、
ま
た
過
度
に
広
汎
だ
と
し（
３１
）

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
�
共
同
体
の
基
準
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
適
用
す
る
と
、
最
も
厳
格
な

共
同
体
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
許
容
さ
れ
る
表
現
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
、
�
「
真
剣
な
価
値
」
や
「
明
ら
か
に
不

快
」
の
範
囲
が
異
な
る
幅
広
い
年
齢
層
や
、
好
色
的
興
味
を
持
ち
得
な
い
幼
児
ま
で
が
「
未
成
年
者
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
、
�

「
商
業
的
目
的
」
の
範
囲
が
広
い
た
め
、
非
商
業
的
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
規
制
さ
れ
う
る
、
�
個
々
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
切
り
離
し
て
評

価
す
る
た
め
、
文
脈
内
の
評
価
と
い
う
修
正
一
条
の
要
求
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
が
認
め
る
積
極
的
抗
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弁
も
、
�
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
萎
縮
的
効
果
を
も
た
ら
し
、
ま
た
抗
弁
の
援
用
は
訴
追
後
に
の
み
可
能
で
あ
る

た
め
、
過
度
の
広
汎
性
と
い
う
条
文
の
問
題
を
救
済
す
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
�
子
供
の
親

に
よ
る
自
発
的
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
利
用
の
よ
う
な
、
よ
り
制
約
的
で
な
い
手
段
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
本
件
は
、
受
信
者
の
属
性
を
特

定
す
る
こ
と
が
困
難
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
に
対
す
る
規
制
が
憲
法
上
極
め
て
困
難
な
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
章

U
n

ited
S

tates
v.A

m
erican

L
ibrary

A
ssociation

,In
c.

判
決

一

児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法

最
高
裁
の
Ｃ
Ｄ
Ａ
違
憲
判
決
や
控
訴
裁
判
所
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
違
憲
判
決
を
受
け
て
、
連
邦
議
会
は
二
〇
〇
一
年
度
統
合
歳
出（
３２
）

法
の
一
部

と
し
て
児
童
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
保
護
法
（C

h
ildren

’s
In

tern
et

P
rotection

A
ct,

C
IP

A

）
（
３３
）
を
制
定
し
た
。
そ
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま

で
の
法
律
が
発
信
者
を
対
象
と
し
た
の
に
対
し
て
、
受
信
者
が
利
用
す
る
小
中
学
校
及
び
図
書
館
を
対
象
と
し
た
こ
と
、
直
接
的
規
制

で
は
な
く
、
助
成
へ
の
条
件
付
け
を
目
的
達
成
の
手
段
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
図
書
館
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
必
要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
整
備
に
対
す
る
連
邦
の

補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
、E

-rate

とL
S

T
A

プ
ロ
グ
ラ（
３４
）

ム
の
適
用
を
受
け
る
図
書
館
に
対
し
て
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
導

入
を
求
め
る
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
合
憲
性
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
、
連
邦
の
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
に
対
し

て
、
図
書
館
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
持
つ
全
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
通
じ
た

（
�
）
わ
い
せ
つ
（obscen

e

）
、
（
�
）
児
童
ポ
ル
ノ
（ch

ild
porn

ograph
y

）
、
ま
た
は
（
�
）
未
成
年
者
に
対
し
て
有
害
（h

arm
fu

l

to
m

in
ors

）
な
映
像
的
描
写
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
対
し
て
、
技
術
的
保
護
手
段
の
運
用
を
含
む
と
こ
ろ
の
未
成
年
者
に
対
す
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
安
全
に
つ
い
て
の
運
用
方
針
を
適
切
に
定
め
て
お
り
、
ま
た
未
成
年
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
中
は
常
時
そ
の
よ
う
な

図書館に対するフィルタリングの義務づけと今後のインターネット上における表現規制の態様
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技
術
的
保
護
手
段
の
運
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を
求
め
て
い（
３５
）

た
。
一
方
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
「
誠
実
な
調
査
ま
た
は
他
の
合
法
的
な
目
的

の
た
め
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
す
る
」
た
め
に
、
図
書
館
が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
解
除
す
る
こ
と
を
認
め
て
い（
３６
）

た
。

Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
図
書
館
協
会
や
図
書
館
の
利
用
者
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
サ
イ

ト
の
運
営
者
な
ど
か
ら
な
る
原
告
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
に
対
す
る
利
用
者
の
ア
ク
セ
ス
を
阻
害
す
る
と
し
て
、

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
東
部
地
区
連
邦
地
裁
に
訴
訟
を
提
起
し
た
。
地
裁
は
、
実
験
を
含
む
詳
細
な
事
実
認
定
に
基
づ
き
、
現
時
点
に
お
け

る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
精
度
が
低
い
た
め
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
使
用
の
義
務
づ
け
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
相
当
程
度
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
修
正
一
条
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
一
七
一
二
条
（
ａ
）

（
二
）
及
び
一
七
二
一
条
（
ｂ
）
が
文
面
上
無
効
で
あ
る
と
し（
３７
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
が
最
高
裁
に
上
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

二

相
対
多
数
意
見
及
び
同
意
意
見

U
n

ited
S

tates
v.A

m
erican

L
ibrary

A
ssociation

,In
c.

に
お
い
て
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
主
席
裁
判
官
相
対
多
数
意
見
（
オ
コ
ナ

ー
、
ス
カ
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
同
調
）
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
合
憲
性
を
認
め
、
事
件
を
地
裁
に
差
し
戻
し
た
。
相
対
多
数
意
見
は
、

ま
ず
公
立
図
書
館
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
伝
統
的
ま
た
は
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
と
の
主
張

を
退
け
た
。R

osen
berger

判（
３８
）

決
で
は
学
生
団
体
へ
の
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
だ
と
さ
れ
た
が
、
図

書
館
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
の
提
供
は
「
私
的
発
言
者
の
見
解
の
多
様
性
を
促
進
す
る
た
め
」
で
は
な
く
、「
必
要
か

つ
適
切
な
品
質
の
資
料
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
、
学
習
、
そ
し
て
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
す（
３９
）
る
。

次
に
相
対
多
数
意
見
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
制
約
が
、
図
書
の
選
択
と
排
除
い
ず
れ
に
類
似
す
る
か
を
検

討
す
る
。
ま
ず
図
書
館
に
よ
る
資
料
購
入
の
選
択
は
、「
適
切
で
有
用
な
資
料
の
選
定
と
い
う
伝
統
的
な
役
割
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
」

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
を
個
々
に
審
査
し
て
有
用
と
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
ア
ク
セ
ス
可
能
に
す
る
こ
と
が
非
現
実
的
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
あ
る
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
内
容
を
一
括
し
て
排
除
す
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
図
書
の
選
択
に
相
当

す
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
で
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
が
「
過
大
ブ
ロ
ッ
ク
」
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
が
、「
こ
の
よ

う
な
懸
念
は
、
利
用
者
が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
無
効
に
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
打
ち
消
す
こ
と
が
出
来（
４０
）

る
」
と
い
う
。

ま
た
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
条
件
が
連
邦
助
成
の
受
領
に
対
す
る
違
憲
な
条
件
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
も
、
相
対
多
数
意
見
はR

u
st

判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
政
府
が
公
的
資
金
を
計
画
を
設
立
す
る
た
め
に
割
り
当
て
た
際
に
は
、
そ
の
計
画
の
制
約
を
定
義
す
る

権
限
が
与
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す（
４１
）

る
。
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
対
象
と
す
る
「E

-rate

やL
S

T
A

計
画
は
、
教
育
及
び
情
報
を

広
め
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
必
要
か
つ
適
切
な
質
の
資
料
を
獲
得
す
る
と
い
う
図
書
館
の
伝
統
的
な
役
割
を
達
成
す
る
こ
と
に
資
す

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
図
書
館
が
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
資
料
を
排
除
し
て
き
た
こ
と
と
同
様
、
フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
利
用
は
許
容
可
能
な
条
件
で
あ
る
と
さ
れ（
４２
）

た
。
上
訴
人
はV

elazqu
ez

判（
４３
）

決
に
依
拠
し
て
「
フ
ィ
ル
タ
リ

ン
グ
と
い
う
条
件
は
、
公
立
図
書
館
の
通
常
の
機
能
を
歪
曲
す
る
」
と
主
張
し
た
が
、V

elazqu
ez

で
問
題
と
な
っ
た
福
祉
に
関
す
る

議
論
で
弁
護
士
が
果
た
す
役
割
は
政
府
と
対
立
す
る
主
張
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
図
書
館
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
お
ら
ず
、
状
況
が
異
な
る
と
さ
れ（
４４
）

た
。

ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
同
意
意
見
は
、
成
人
の
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
フ
ィ
ル
タ
が
重
大
な
遅
滞
な
く
解
除
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
Ｃ
Ｉ

Ｐ
Ａ
は
合
憲
で
あ
る
と（
４５
）

し
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
結
果
同
意
意
見
は
、
過
大
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
り
生
じ
る
害
悪
は
、
図
書
館
員
に
対
し
て

特
定
サ
イ
ト
へ
の
ブ
ロ
ッ
ク
除
去
や
フ
ィ
ル
タ
そ
れ
自
体
の
解
除
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
で
き
、
利
用
者
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
要
求
を
求
め
る
こ
と
は
過
大
な
負
担
と
は
言
え
な
い
と
し（
４６
）

た
。

三

反

対

意

見

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
反
対
意
見
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
「
個
々
の
図
書
館
員
が
審
査
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
『
莫
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大
な
量
の
有
益
な
情
報
』
へ
の
成
人
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
荒
っ
ぽ
い
全
国
的
制
約
と
し
て
機
能
す（
４７
）

る
」
と
い
う
。
地
裁
の
認
定
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
は
映
像
を
扱
う
こ
と
が
出
来
ず
、「
過
小
ブ
ロ
ッ
ク
」
か
つ
「
過
大
ブ
ロ
ッ
ク
」
が

発
生
す
る
。
違
法
な
言
論
を
抑
圧
す
る
と
い
う
利
益
や
、
児
童
を
有
害
な
資
料
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
利
益
、
図
書
館
員
の
職
場
環
境

を
保
護
す
る
と
い
う
利
益
の
い
ず
れ
も
、
保
護
さ
れ
た
言
論
へ
の
成
人
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
過
度
に
広
汎
な
制
約

を
正
当
化
し
な
い
と
い（
４８
）

う
。
政
府
が
主
張
す
る
問
題
に
は
、
違
法
な
言
論
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
禁
じ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
方
針
を
策

定
し
て
そ
の
違
反
に
制
裁
を
科
し
た
り
、
図
書
館
員
の
目
に
着
く
場
所
へ
の
端
末
の
設
置
や
、
選
択
制
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
ス
ク
リ
ー
ン
の
利
用
、
奥
ま
っ
た
場
所
へ
の
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
、
フ
ィ
ル
タ
の
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
の
視
線
外
へ
の
設

置
な
ど
、
よ
り
制
約
的
で
な
い
手
段
が
存
在
す
る
の
で
あ（
４９
）

る
。

ま
た
、
特
定
ブ
ロ
ッ
ク
の
除
去
や
フ
ィ
ル
タ
の
解
除
に
よ
っ
て
過
大
ブ
ロ
ッ
ク
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
と
す
る
相
対
多
数
意
見
の
主

張
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
保
護
さ
れ
た
言
論
へ
の
成
人
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
重
大
な
事
前
抑
制
」
で
あ
り
、「
公
の
同
意
な
し
に
読

む
こ
と
を
禁
じ
る
法
は
、（
公
の
…
…
筆
者
）
同
意
な
し
に
発
言
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
と
同
様
に
、『
我
々
の
国
家
的
遺
産
と
憲
法
上

の
伝
統
か
ら
の
劇
的
な
逸
脱
を
構
成
す（
５０
）

る
』」
と
批
判
す
る
。

ま
た
、
相
対
多
数
意
見
はR

u
st

判
決
に
依
拠
し
て
本
件
が
違
憲
な
条
件
の
事
例
で
は
な
い
と
す
る
が
、R

u
st

判
決
の
推
論
は
問

題
と
な
る
の
が
政
府
の
言
論
で
あ
る
場
合
に
の
み
当
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、E

-rate

やL
S

T
A

の
下
で
の
助
成
は
政
府
が
望
む
何
ら

か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
下
で
は
、
例
え
一
台
で
も
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
導
入
し
て

い
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
図
書
館
に
あ
れ
ば
、
全
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
がE

-rate

やL
S

T
A

の
割
引
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
助
成
金
の
使
途
が
問
題
と
な
っ
たF

in
ley

判（
５１
）

決
と
も
事
案
が
異
な
る
と
主
張
し
た
。

ス
ー
タ
裁
判
官
反
対
意
見
（
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
裁
判
官
同
調
）
は
、
成
人
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
除
去
の
請
求
は
無
条
件
で
認
め
ら
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
「
図
書
館
は
ブ
ロ
ッ
ク
を
解
除
『
で
き
る
』
と
の
み
し
て
お
り
、
解
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
な
い
」
し
、「『
誠
実
な
』
調
査
も
し
く
は
他
の
合
法
的
目
的
』
の
た
め
に
の
み
ブ
ロ
ッ
ク
の
解
除
を
認
め
て

い
る
」
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
下
で
は
、
未
成
年
に
と
っ
て
は
有
害
だ
が
成
人
に
と
っ
て
は
合
法
で
あ
る
、

わ
い
せ
つ
に
あ
た
ら
な
い
資
料
に
対
す
る
成
人
の
ア
ク
セ
ス
が
拒
否
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し（
５２
）

た
。

公
立
図
書
館
に
は
資
金
や
場
所
の
制
約
が
あ
り
、
資
料
の
選
択
的
納
入
は
、
納
入
希
望
の
程
度
、
品
質
、
多
様
な
人
々
に
よ
る
文
化

的
な
調
査
の
場
と
し
て
の
図
書
館
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
と
い
う
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ブ
ロ
ッ

キ
ン
グ
を
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
接
続
に
か
か
る
費
用
は
変
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
得
ら

れ
る
情
報
を
ブ
ロ
ッ
ク
を
す
る
と
い
う
選
択
は
、
既
に
入
手
し
た
も
の
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
す（
５３
）

る
。

ま
た
、
相
対
多
数
意
見
は
、
図
書
館
の
伝
統
的
役
割
に
対
す
る
責
任
が
、
あ
る
種
の
本
に
対
す
る
成
人
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
し

た
り
、
図
書
館
が
成
人
に
閲
覧
さ
せ
る
本
か
ら
卑
猥
な
部
分
を
削
除
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
第
二
次
大

戦
以
降
「
一
般
的
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
図
書
館
は
そ
の
収
集
し
て
い
る
資
料
に
対
す
る
成
人
の
ア
ク
セ
ス
要
求
を
拒
否
し
な
く
な
っ
て

い
る
」
と
批
判
す（
５４
）

る
。
従
っ
て
、
成
人
に
よ
る
調
査
へ
の
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
は
通
常
の
厳
格
審
査
に
よ
り
審
査
さ
れ
、
こ
れ
は
成
人
利
用

者
の
修
正
一
条
及
び
修
正
一
四
条
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章

Ａ
Ｌ
Ａ
判
決
の
分
析
と
検
討

Ａ
Ｌ
Ａ
判
決
の
主
要
な
論
点
と
し
て
は
、
�
図
書
館
が
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
当
た
る
か
、
�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の

ア
ク
セ
ス
の
制
限
が
「
図
書
の
選
定
」
に
当
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
図
書
の
排
除
」
に
当
た
る
の
か
、
�
違
憲
な
条
件
の
法
理
が
本

件
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
ご
と
に
本
判
決
と
先
例
と
の
関
係
を
見
な
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が
ら
、
本
判
決
の
持
つ
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム

相
対
多
数
意
見
は
、
図
書
館
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
の
設
置
は
「『
私
人
の
発
言
者
に
よ
る
見
解
の
多
様
性
を
促
進
す
る
た

め
』
で
は
な
い
」
と
し
て
、
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
の
利
用
者
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
発
言
者
」

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
性
質
を
決
定
す
る
の
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
情
報
発
信
者
と
の
関
係
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
お
り
、
情
報
受
領
者
と
の
関
係
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
最
高
裁
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ

ム
に
つ
い
て
の
事
実
上
す
べ
て
の
事
案
が
思
想
の
受
領
を
求
め
る
者
で
は
な
く
、
発
言
者
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
て
き（
５５
）

た
」
と
い
う
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
。
相
対
多
数
意
見
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
利
用
者
に
提
供
す
る
か
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
図
書
館
の
広
汎
な
裁

量
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
図
書
館
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
が
、
本
件
で
は
図
書
館
自
身

が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
義
務
づ
け
を
拒
否
し
て
争
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
末
転
倒
の
感
が
ぬ
ぐ
え
な（
５６
）

い
。
館
内
の
全
て
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
端
末
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
導
入
し
た
図
書
館
に
対
し
て
利
用
者
が
修
正
一
条
違
反
を
争
っ
たM

ain
stream

L
ou

dou
n

v.
B

oard
of

T
ru

stees
of

th
e

L
ou

dou
n

C
ou

n
ty

L
ibrary （

５７
）で
は
、
裁
判
所
は
、
図
書
館
が
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ

ー
ラ
ム
で
あ
る
と
し
て
厳
格
審
査
を
行
っ
た
。
そ
も
そ
も
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
の
存
在
が
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
ス
ク
リ
ー
ン
の
導
入
や
図
書
館
員
に
よ
る
定
期
的
監
視
、
未
成
年
者
の
み
に
対
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
利
用
な
ど
、
目
的

を
達
成
す
る
他
の
代
替
的
手
段
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
青
少
年
保
護
の
目
的
で
成
人
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
も
阻
害
す
る
点
で
過
度
に

広
汎
で
あ
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
基
準
が
法
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
手
続
的
保
障
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
修
正
一
条
を
侵
害
す
る

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
最
も
、
こ
の
よ
う
な
立
論
に
対
し
て
は
、
書
籍
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
異
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
同
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様
の
図
書
館
の
裁
量
を
前
提
と
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い（
５８
）

か
、
ま
た
図
書
館
と
い
う
開
か
れ
た
場
に
お
い
て
は
、

規
範
に
対
す
る
地
域
共
同
体
の
利
益
が
個
人
的
な
場
よ
り
も
強
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い（
５９
）

か
と
の
指
摘
も
あ
る
。

反
対
意
見
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
地
裁
判
決
が
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
に
依
拠

し
て
違
憲
判
決
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
反
対
意
見
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
へ
の
沈
黙
は
奇
妙
に
映
る
が
、

反
対
意
見
も
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
議
論
を
発
言
者
と
の
関
係
で
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー

ラ
ム
の
議
論
に
触
れ
る
必
要
が
な
い
と
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

二

「
選
定
」
と
「
排
除
」

図
書
館
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
導
入
す
る
か
否
か
と
い
う
段
階
に
お
い
て
政
府
に
裁
量
権
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
裁
判

官
も
承
認
し
て
お
り
、
意
見
が
分
か
れ
る
の
は
、
閲
覧
に
際
し
て
特
定
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
不
要
な
多
数
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
の
収
集
が
完
了
し
て
い
る
と
見
る
か
ど
う
か
の
点
で
あ
る
。

相
対
多
数
意
見
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
面
に
お
い
て
は
、
収
集
の
決
定
は
個
々
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
ご
と
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
個
々
の
決
定
を
代
替
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ー
タ
裁
判
官
反
対
意
見
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
端
末
の
設
置
を
決
定
し
た
段
階
で
、
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
全
て
に
つ
い
て
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
と

い
う
収
集
の
決
定
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
の
は
「
百
科

事
典
を
購
入
し
て
か
ら
、
全
て
の
成
人
に
と
っ
て
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
頁
を
切
り
取
（
６０
）

る
」
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

図
書
館
の
書
籍
に
つ
い
て
収
集
と
排
除
の
区
別
が
重
要
と
な
る
の
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
予
算
や
場
所
の
制
約
、
莫
大
な
選
定
量
、

図
書
館
の
目
的
な
ど
様
々
な
考
慮
を
要
し
、
そ
の
判
断
は
専
門
職
と
し
て
の
図
書
館
員
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
部
分
が
大
き
い
の
に
対
し

て
、
後
者
は
一
度
入
手
さ
れ
た
書
籍
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
予
算
や
場
所
の
問
題
は
な
く
、
問
題
と
な
る
量
も
少
数
で
あ
る
こ
と
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か
ら
、
裁
判
所
の
審
査
に
馴
染
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

P
ico

判（
６１
）

決
で
は
、
学
校
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
数
冊
の
書
籍
が
「
反
ア
メ
リ
カ
的
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
、
反
セ
ム
的
、
そ
し

て
全
く
下
品
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
図
書
館
よ
り
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
命
令
を
下
し
た
教
育
委
員
会
の
決
定
に
対
し
て
、
修

正
一
条
違
反
と
の
訴
え
が
学
生
よ
り
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、
論
点
を
書
籍
の
除
去
に
限
定
し
た
上
で
、
地
域
教
育
委

員
会
が
教
育
上
の
目
的
か
ら
一
定
の
書
籍
を
排
除
す
る
こ
と
は
正
当
な
裁
量
権
の
行
使
で
あ
る
が
、「
単
に
地
域
教
育
委
員
会
が
書
籍

に
含
ま
れ
る
内
容
を
好
ま
し
く
思
わ
ず
、
そ
の
除
去
に
よ
っ
て
『
政
治
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
宗
教
、
ま
た
は
他
の
事
項
に
つ
い
て
の

意
見
に
つ
い
て
何
が
権
威
で
あ
る
べ
き
か
を
命
じ
』よ
う
と
し
て
、学
校
図
書
館
の
書
棚
か
ら
書
籍
を
除
去
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

と
さ
れ
た
。
Ａ
Ｌ
Ａ
判
決
で
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
官
も
基
本
的
にP

ico

判
決
の
推
論
に
従
っ
て
判
断
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と

も
、P

ico

判
決
自
体
が
、
妥
協
の
結
果
と
し
て
の
相
対
多
数
意
見
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
はP

ico

判
決
の
理
由
付
け
が
確

立
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
各
裁
判
官
が
見
た
い
も
の
を
先
例
に
見
て
い
る
と
考
え
る
の
が
む
し
ろ
適
切
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

三

違
憲
な
条
件
の
法
理

相
対
多
数
意
見
はR

u
st

判
決
に
依
拠
し
て
、
助
成
計
画
の
目
的
に
従
っ
て
そ
の
使
途
を
定
め
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
条
件
付
け
で

あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
反
対
意
見
は
、R

u
st

判
決
の
射
程
は
、
政
府
が
資
金
の
使
途
を
定
め
る

こ
と
で
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
政
府
言
論
の
場
面
に
限
ら
れ
る
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
単
に
政
府
資
金
の
使
途
を
特
定

し
て
い
る
だ
け
だ
と
は
言
え
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

政
府
資
金
の
使
途
に
対
す
る
条
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
先
例
の
理
解
に
つ
き
不
明
確
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。R

u
st

判（
６２
）

決
で
は
、
家

族
計
画
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
支
出
さ
れ
る
連
邦
資
金
が
、
中
絶
を
家
族
計
画
の
手
法
と
す
る
行
為
に
支
出
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
条
件

が
合
憲
と
さ
れ
た
。
ま
た
、F

in
ley

判（
６３
）

決
で
は
、
全
米
芸
術
財
団
に
よ
る
芸
術
活
動
へ
の
資
金
助
成
が
「
一
般
的
な
品
位
の
基
準
と
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ア
メ
リ
カ
公
衆
の
多
様
な
信
念
及
び
価
値
に
対
す
る
尊
重
」
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
条
件
が
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
論
説
放
送
を
行
わ
な
い
と
い
う
条
件
を
、
放
送
局
に
対
す
る
連
邦
資
金
助
成
の
条
件
と
し
たF

C
C

v.
L

eagu
e

of
W

om
en

V
oters

ofC
aliforn

ia （
６４
）で
は
、
表
現
内
容
に
基
づ
い
た
条
件
が
補
助
金
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
部
分
の
放
送
に
も
課
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
最
高
裁
は
こ
れ
を
規
制
に
類
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。R

u
st

判
決
で
も
、
条
件
付
け
が
助
成
計
画
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
て
助
成
の
受
領
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
違
憲
な
条
件
の
事
例
に
当
た
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
と
さ
れ
て
お
り
、
助
成
そ

れ
自
体
の
使
途
に
対
す
る
条
件
付
け
と
、
助
成
の
使
途
を
超
え
る
範
囲
へ
の
条
件
付
け
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が
述
べ
る
よ
う
に
、
連
邦
の
助
成
を
受
け
ず
に
導
入
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
も
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
規
定
は
、
助
成
の
使
途
を
定
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、W

om
an

V
oters

判
決
と
同
様
に
規
制
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、R

osen
berger

判

（
６５
）

決
で
は
、
宗
教
的
新
聞
を
発
行
す
る
学
生
団
体
へ
の
助
成
金
支
給
拒
否
が
、
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
助
成
金
受
給
資

格
に
対
す
る
見
解
差
別
で
あ
る
と
さ
れ
、V

elazqu
ez

判（
６６
）

決
で
は
、
福
祉
立
法
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
に
対
す
る
法
律
扶
助
の
禁
止
が
、

表
現
の
場
の
通
常
の
機
能
を
侵
害
す
る
と
さ
れ
た
。
相
対
多
数
意
見
は
、V

elazqu
ez

の
射
程
は
表
現
者
と
政
府
が
対
立
す
る
場
面
に

限
ら
れ
る
と
す
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
反
対
意
見
は
、V

elazqu
ez

判
決
に
そ
の
よ
う
な
制
約
は
存
在
し
な
い
と
批
判
し
て

い
る
。V

elazqu
ez

判
決
が
、
言
論
の
場
の
機
能
と
共
に
専
門
家
の
職
責
に
基
づ
い
た
裁
量
の
観
点
か
ら
助
成
に
対
す
る
条
件
を
検
討

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
図
書
館
員
が
そ
の
よ
う
な
職
責
を
担
う
立
場
に
あ
り
、
不
当
な
の
は
連
邦
法
に
よ
る
一
律
の
要
求
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な（
６７
）

い
。

四

本
判
決
の
意
義
と
今
後
の
未
成
年
者
保
護
を
理
由
と
し
た
規
制

Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
受
信
者
側
に
着
目
し
た
規
制
と
な
っ
た
の
に
は
、
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
発
信
者
側
に
着
目
し
た
規
制
で
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あ
る
Ｃ
Ｄ
Ａ
と
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
が
い
ず
れ
も
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
と
さ
れ
、
特
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
控
訴
審
判
決
に
至
っ
て
は
、
地
域
共
同
体

の
基
準
を
用
い
た
こ
と
自
体
が
過
度
の
広
汎
性
を
招
く
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
最
高
裁
は
否
定
し
た
が
、
地
域
共
同
体

の
基
準
の
用
い
ら
れ
方
や
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
他
の
規
定
が
定
め
る
内
容
に
よ
っ
て
は
、
地
域
共
同
体
の
基
準
の
使
用
が
過
度
の
広
汎
性
を
導

く
可
能
性
を
否
定
せ
ず
、
実
際
に
差
戻
後
の
控
訴
審
で
は
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
て
い（
６８
）

る
。
こ
の
こ
と
は
情
報
の
発
信
者
及
び
受

信
者
に
過
度
の
負
担
を
課
す
こ
と
な
く
、
情
報
の
受
信
対
象
を
限
定
す
る
技
術
が
存
在
し
な
い
現
状
で
、
地
域
共
同
体
の
基
準
を
用
い

た
「
未
成
年
者
に
有
害
な
」
表
現
の
規
制
を
合
憲
的
に
行
う
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
の
問
題
は
成
人
と
未
成
年
者
と
の
関
係
で
も
生
じ
る
。
情
報
受
領
者
が
成
人
な
の
か
未
成
年
な
の
か
を
過
度
の
負
担
な
く
区
別
す

る
技
術
的
手
法
が
存
在
し
な
い
状
態
で
は
、
未
成
年
者
に
適
切
な
水
準
の
表
現
で
し
か
表
現
を
行
え
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

規
制
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
で
い
る
。B

u
tler

v.
M

ich
igan （

６９
）で
は
、
未
成
年
者
に
有
害
と
認
め
ら
れ
る
素
材
を

一
般
公
衆
が
入
手
可
能
な
状
態
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
州
法
が
「
豚
を
焼
く
の
に
家
を
焼
く
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
ま
たB

olger

v.Y
ou

n
gs

D
ru

g
P

rodu
cts

C
orp （
７０
）

.

で
は
、
依
頼
さ
れ
て
い
な
い
避
妊
器
具
広
告
の
郵
送
を
禁
じ
た
連
邦
法
が
、「
郵
便
受
け
に
届
く

対
話
の
レ
ベ
ル
を
砂
場
に
適
切
で
あ
ろ
う
レ
ベ
ル
に
限
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
た
。
ま
た
、S

able

C
om

m
u

n
ication

s
of

C
aliforn

ia
In

c.,
v.

F
C

C （
７１
）で
は
、
わ
い
せ
つ
あ
る
い
は
下
品
な
「
性
的
に
志
向
さ
れ
た
事
前
録
音
の
電
話
メ

ッ
セ
ー
ジ
」
へ
の
一
律
の
禁
止
が
、
子
供
の
利
用
を
排
除
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
よ
う
な
技
術
手
段
の
利
用
が
代
替
手
段
と

し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
下
品
な
部
分
の
禁
止
に
つ
き
違
憲
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、R

en
o

判
決
で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の

年
齢
認
証
手
段
の
利
用
を
非
営
利
の
活
動
に
義
務
づ
け
る
こ
と
が
成
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
与
え
る
負
担
は
許
容
さ
れ
な
い
と

さ
れ
、
成
人
と
未
成
年
者
を
区
別
す
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
利
用
可
能
な
手
段
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
受
信
者
側
に
対
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
共
同
体
が
自
己
の
基
準
を
用
い
て
フ
ィ
ル
タ
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リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
成
年
者
と
未
成
年
者
の
区
別
も
そ
れ
ほ
ど
の
困
難
な
く
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
図
書
館
の

利
用
に
は
登
録
を
行
う
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
際
に
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
に
困
難
は
な
い
。
ま
たR

en
o

判
決
は
フ
ィ
ル
タ
リ

ン
グ
を
よ
り
制
約
的
で
な
い
代
替
手
段
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
合
憲
と
判
断
さ
れ
る
見
込
み
が
期
待
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
Ａ
Ｌ
Ａ
判
決
は
、
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
的
機
能
と
す
る
図
書
館
と
い
う
施
設
に
お
い
て
、
助
成
の
条
件
付
け
と
い

う
形
で
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
要
求
す
る
こ
と
の
合
憲
性
を
承
認
す
る
こ
と
で
、
未
成
年
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
立
法
を
正
当
化
す
る

可
能
性
を
残
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
未
成
年
者
の
保
護
が
目
的
で
あ
れ
ば
、
成
人
に
対
し
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
が
導
入
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い

る
よ
う
求
め
る
こ
と
は
不
要
で
あ
り
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
成
人
に
対
し
て
も
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
使
用
を
求
め
て
い
る
点
で
、
不
当

な
負
担
を
課
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
対
多
数
意
見
及
び
同
意
意
見
は
、
フ
ィ
ル
タ
の
解
除
を
求
め
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
前
に
図
書
館
が
利
用
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
で
成
人
か
否
か
は
既
に
明
ら
か
で
あ
り
、
未
成
年
者
保
護
を

理
由
と
し
た
フ
ィ
ル
タ
ー
の
利
用
を
成
人
に
求
め
る
こ
と
に
は
そ
も
そ
も
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
政
府
利
益
が
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
や
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
判
決
は
、「
未
成
年
者
に
有
害
な
」
表
現
の
禁
止
が
萎
縮
的
効
果
を
も
た
ら
す
と
判
断
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
情
報
受
領
者
の
属
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
現
状
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
困
難
さ
は

現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
形
作
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
将
来
的
に
も
そ
う
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ど
の
地
域
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
の
か
、
未
成
年
者
か
否
か
が
容
易
に
確
認
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
発
言

者
の
負
担
は
減
少
し
、
合
法
的
な
言
論
を
抑
圧
し
な
い
ゾ
ー
ニ
ン
グ
法
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

際
に
は
、
同
じ
政
府
利
益
を
達
成
す
る
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
よ
り
制
約
的
で
な
い
手
段
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

の
導
入
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
レ
ッ
シ
グ
は
、
未
成
年
者
に
有
害
な
情
報
へ
の
対
処
と
い
う
目
的
を
合
憲
的
に
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達
成
す
る
た
め
政
府
が
採
り
う
る
唯
一
の
手
段
は
、
Ｃ
Ｄ
Ａ
に
類
似
し
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
だ
と
す（
７２
）

る
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
可
能

と
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
規
制
可
能
性
（regu

lability

）
を
高
め
、
発
信
者
に
対
す
る
規
制
に
よ
っ
て
正
当
に
制
約
を
受
け
る
範

囲
よ
り
も
、
規
制
さ
れ
る
範
囲
を
広
汎
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
最
も
制
約
的
で
な
い
手
法
と
し
て
、
サ
ー

バ
に
対
し
て
受
領
者
が
送
信
を
要
求
す
る
際
に
、
利
用
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
を
伝
達
す
る
機
能
（
保
護
者
が
設
定
を
行
う
）
を

ブ
ラ
ウ
ザ
に
組
み
込
む
よ
う
義
務
づ
け
、
そ
の
情
報
を
検
知
し
た
サ
ー
バ
が
送
信
を
停
止
す
る
よ
う
に
、「
未
成
年
者
に
有
害
な
」
情

報
の
送
信
者
が
タ
グ
を
付
け
る
よ
う
義
務
づ
け
る
制
度
が
、
レ
ズ
ニ
ッ
ク
と
の
共
著
論
文
で
提
示
さ
れ
て
い（
７３
）

る
。

む
す
び
に
か
え
て

技
術
発
展
の
速
度
が
極
め
て
速
く
将
来
に
お
け
る
形
態
を
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
場
で
行
わ
れ
る
表

現
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
将
来
の
変
化
に
対
応
し
う
る
枠
組
を
用
い
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
出
版
、
放
送
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
「
メ
デ
ィ
ア
特
定
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
て
い
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
質
は
、

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
変
更
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
性
質
を
柔
軟
に
変
更
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
メ
デ

ィ
ア
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
性
質
が
技
術
的
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
っ
て
変
化
し
た
際
に
は
、
現
時
点
で
は
正
当
化
さ
れ
な
い

規
制
で
あ
っ
て
も
、
将
来
的
に
は
正
当
と
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
技
術
的
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
変
わ
る
こ
と
で
、

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
導
入
よ
り
も
、
個
人
認
証
に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
方
が
負
担
が
少
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
と
し
て

は
よ
り
制
約
的
で
な
い
手
段
を
用
い
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
変
化
に
は
様
々
な
要
素
が
関
係
す
る
こ
と

か
ら
予
測
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
政
府
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
構
築
に
つ
き
完
全
な
権
能
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
資
金
助
成
の
条
件
と
い
う
形
で
図
書
館
に
対
し
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
導
入
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
許
容
し
た
Ａ
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Ｌ
Ａ
判
決
も
、
そ
の
基
盤
は
安
定
的
で
は
な
く
、
本
判
決
の
推
論
は
現
時
点
で
利
用
可
能
な
技
術
的
手
段
を
前
提
と
し
た
場
合
に
成
立

す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）

こ
こ
で
言
う
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
受
信
し
た
情
報
を
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
ル
ー
ル
に
当
て

は
め
、
該
当
す
る
情
報
の
受
信
を
妨
げ
、
あ
る
い
は
該
当
す
る
情
報
の
み
の
受
信
を
可
能
と
す
る
技
術
の
こ
と
を
指
す
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

ソ
フ
ト
は
、
ル
ー
ル
の
定
め
方
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
四
つ
に
分
類
で
き
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
型
は
、
ア
ク
セ
ス
が
好
ま
し
く
な
い
と
考
え

ら
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
お
き
、
こ
れ
に
該
当
す
る
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
ホ

ワ
イ
ト
リ
ス
ト
型
は
、
ア
ク
セ
ス
が
許
容
さ
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
所
在
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
遮
断
す
る
。
特
徴
検
出
型
は
、
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
に
含
ま
れ
る
単
語
や
画
像
の
特
徴
を
解
析
し
、
不
適
切
と

判
断
さ
れ
た
際
に
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
。
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
型
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
埋
め
込
ま
れ
た
、
ま
た
は
関
連
づ
け
ら
れ
た
デ
ー
タ
を

参
照
し
て
ア
ク
セ
ス
の
許
否
を
決
定
す
る
。
参
照
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
対
象
年
齢
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ

制
作
者
に
よ
る
自
己
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
第
三
者
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
る
。

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
実
際
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
反
映
さ
せ
る
汎
用
規
格
と
し
て
、
Ｗ
３
Ｃ
（W

orld
W

ide
W

eb
C

on
sortiu

m

）
が
定
め

る
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
（P

latform
for

In
tern

et
C

on
ten

t
S

election

）
が
あ
る
。
〈h

ttp
://w

w
w

.w
3.org/P

IC
S

/

〉（visited
S

ept.5,2003

）

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
格
付
け
を
行
い
、
閲
覧
を
許
可
す
る
か
否
か
を
ブ
ラ
ウ
ザ
が
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
技
術
的
な
情
報
伝
達
規
格
で
あ
り
、
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
自
体
を
担
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
ア

メ
リ
カ
の
非
営
利
団
体
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｃ
〈h

ttp
://w

w
w

.rsac.org/
〉(visited

S
ept.5,2003

）
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
るR

S
A

C
i

が
あ
り
、
こ

こ
で
は
「
セ
ッ
ク
ス
」「
ヌ
ー
ド
」「
言
葉
」「
暴
力
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
〇
か
ら
四
の
五
段
階
で
、
問
題
が

あ
る
と
さ
れ
る
表
現
に
は
大
き
な
数
字
が
割
り
当
て
ら
れ
る
）
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
準
拠
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
際
の
ブ
ラ
ウ
ザ
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
の
ブ
ラ
ウ
ザIn

tern
et

E
xplorer

に

は
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｃ
ｉ
が
標
準
で
実
装
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
イ
ン
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
日
本
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

協
会
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
情
報
ペ
ー
ジ
〈h

ttp
://w

w
w

.iajapan
.org/ratin

g/

〉（
二
〇
〇
三
年
九
月
五
日
訪
問
）
で
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

図書館に対するフィルタリングの義務づけと今後のインターネット上における表現規制の態様
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グ
の
仕
組
み
に
つ
き
解
説
さ
れ
て
い
る
。

法
的
観
点
か
ら
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
中
心
に
扱
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
川
崎
良
孝
、
高
鍬
裕
樹
『
図
書
館
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
知
的

自
由
』（
日
本
図
書
館
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
前
田
稔
「
フ
ィ
ル
タ
ー
ソ
フ
ト
を
用
い
た
公
立
図
書
館
に
よ
る
『
わ
い
せ
つ
物
』
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
利
用
規
制
の
合
憲
性
」
筑
波
法
政
第
二
九
号
一
三
一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
２
）

国
立
教
育
統
計
セ
ン
タ
ー
の
集
計
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
会
計
年
度
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
書
館
の
九
六
％
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
接
続
さ
れ
て
お
り
、
九
一
％
の
図
書
館
で
は
利
用
者
が
自
ら
、
ま
た
は
図
書
館
員
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
可
能
で
あ
っ
た
。

A
drien

n
e

C
h

u
te,

E
lain

e
K

roe,
P

atricia
O

’
S

hea,
M

aria
P

olcari,
an

d
C

yn
th

ia
Jo

R
am

sey,
P

u
blic

L
ibraries

in
th

e

U
n

ited
S

tates
:

F
iscalY

ear
2001

(2003)

〈h
ttp

://n
ces.ed.gov/pu

bs
2003/2003399.pdf

〉(visited
S

ept.5,2003).

（
３
）

123
S

.C
t.2297(2003).

（
４
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
歴
史
に
つ
き
、
ニ
ー
ル
・
ラ
ン
ダ
ー
ル
（
村
井
純
監
訳
）『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
オ
ラ
イ
リ
ー
・
ジ

ャ
パ
ン
、
一
九
九
九
年
）（
原
著
はN

E
IL

R
A

N
D

A
L

L ,T
H

E
S

O
U

L
O

F
T

H
E

IN
T

E
R

N
E

T
(In

tern
ation

al
T

h
om

son
P

u
blish

in
g,1997)

）

を
参
照
。
年
表
形
式
の
も
の
と
し
て
、R

obert
H

’obbes’
Z

akon
,

H
obbes’

In
tern

et
T

im
elin

e
v

6.1

〈h
ttp

://w
w

w
.zakon

.org/

robert/in
tern

et/tim
elin

e/

〉(visited
S

ept.5,2003).

（
５
）

邦
語
文
献
と
し
て
、
大
沢
秀
介
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
表
現
の
自
由
」
法
教
第
一
九
四
号
八
一
頁
（
一
九
九
六
年
）、
山
口
い
つ
子
「
サ

イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
」
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
紀
要
第
五
一
巻
一
五
頁
（
一
九
九
六
年
）、「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

に
お
け
る
表
現
の
自
由
・
再
論
」
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
紀
要
第
五
三
巻
三
三
頁
（
一
九
九
七
年
）、
阪
口
正
二
郎
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
お
け
る
性
表
現
の
自
由
」
法
時
七
〇
巻
八
号
一
〇
〇
頁
（
一
九
九
八
年
）、
福
島
力
洋
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
表
現
の
自
由
」
阪
大
法

学
第
四
八
巻
四
号
五
七
頁
（
一
九
九
八
年
）
等
を
参
照
。
ま
た
、R

en
o

判
決
以
降
の
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
保
護
法
等
も
含
め
た
検
討
と
し
て
、

小
倉
一
志
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
対
す
る
表
現
内
容
規
制
立
法
と
そ
の
違
憲
審
査
基
準
」
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ

ャ
ー
ナ
ル
第
六
巻
二
一
五
頁
（
一
九
九
九
年
）、
松
井
茂
記
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
憲
法
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
第
四
〜
六
章
、

永
井
善
之
『
サ
イ
バ
ー
・
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
第
二
章
等
を
参
照
。S

ee
also,

M
itch

ell
P

.
G

old
stein

,

C
on

gress
an

d
th

e
C

ou
rts

B
attle

over
th

e
F

irst
A

m
en

d
m

en
t:

C
an

th
e

L
aw

R
eally

P
rotect

C
h

ild
ren

from
P

orn
ograph

y

on
th

e
In

tern
et?,21

J.M
arsh

allJ.C
om

pu
ter

&
In

fo.L
.141

(2003).
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（
６
）

A
C

L
U

v.R
en

o,929
F

.S
u

pp.824(E
.D

.P
a.1996).

（
７
）

521
U

.S
.844(1997).

（
８
）

G
in

sberg
v.N

ew
Y

ork,390
U

.S
.629

(1968).
（
９
）

F
C

C
v.P

acifica
F

ou
n

dation
,438

U
.S

.726(1978).

（
１０
）

C
ity

ofR
en

ton
v.P

laytim
e

T
h

eatres,In
c.,475

U
.S

.41(1986).

（
１１
）

521
U

.S
.at

864-868.

（
１２
）

M
iller

v.C
aliforn

ia,413
U

.S
.15(1973).M

iller

判
決
は
、
修
正
一
条
の
保
護
を
受
け
な
い
「
わ
い
せ
つ
」
を
認
め
る
要
件
と
し

て
、
そ
の
作
品
が
（
一
）
通
常
人
が
、
現
代
の
地
域
共
同
体
の
基
準
を
適
用
し
た
際
に
、
全
体
と
し
て
好
色
的
興
味
に
訴
え
か
け
て
お
り
、

（
二
）
州
法
に
よ
っ
て
明
確
に
定
義
さ
れ
た
、
明
ら
か
に
不
快
な
方
法
に
よ
る
性
行
為
を
描
写
し
、（
三
）
重
大
な
文
学
的
・
芸
術
的
・
政

治
的
・
科
学
的
価
値
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
三
要
件
を
示
し
た
。

（
１３
）

521
U

.S
.at

871-874.

（
１４
）

Id
.at

879.

（
１５
）

Id
.at

881-882.

（
１６
）

Id
.at

888(O
’C

on
n

er,J.,con
cu

rrin
g

in
part

an
d

dissen
tin

g
in

part).

（
１７
）

Id
.at

891-892.

（
１８
）

Id
.at

892-893.

（
１９
）

二
三
一
条
（
ａ
）（
二
）
は
、
二
三
一
条
（
ａ
）（
一
）
の
意
図
的
な
違
反
に
対
し
て
一
日
あ
た
り
五
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
追
加
す
る

こ
と
と
し
、
二
三
一
条
（
ａ
）（
三
）
は
一
日
あ
た
り
五
万
ド
ル
以
下
の
民
事
罰
を
定
め
て
い
る
。

（
２０
）

但
し
、「
商
業
的
目
的
」
の
範
囲
は
広
い
。
二
三
一
条
（
ｅ
）（
二
）（
Ａ
）
は
、「
商
業
的
目
的
」
と
は
「
当
該
通
信
を
行
う
営
業
に
従

事
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
二
三
一
条
（
ｅ
）（
二
）（
Ｂ
）
は
、「
営
業
に
従
事
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
の
意
味

を
、「
Ｗ
Ｗ
Ｗ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
成
年
者
に
有
害
な
あ
ら
ゆ
る
素
材
を
含
ん
だ
通
信
を
行
い
、
ま
た
は
行
う
こ
と
を
提
示
し
た

者
が
、
当
該
活
動
の
結
果
と
し
て
利
益
を
挙
げ
る
目
的
で
、
そ
の
者
の
通
常
の
取
引
ま
た
は
営
業
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
活
動
の
た
め
に
時

間
、
処
置
も
し
く
は
労
力
を
費
や
す
こ
と
（
た
だ
し
、
こ
の
者
が
、
彼
の
唯
一
ま
た
は
主
要
な
、
営
業
も
し
く
は
収
入
の
源
泉
と
し
て
そ
の
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よ
う
な
通
信
を
行
い
ま
た
は
行
う
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
必
要
は
な
い
）
を
指
す
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
２１
）

A
C

L
U

v.R
en

o,31
F

.S
u

pp.2
d

473(E
.D

.P
a.1999).

（
２２
）

A
C

L
U

v.R
en

o,217
F

.3
d

162(3
d

C
ir.2000).

（
２３
）

535
U

.S
.564(2002).

（
２４
）

Id
.at

576.

（
２５
）

Id
.at

583.

（
２６
）

Id
.at

584.

（
２７
）

Id
.at

586(O
’C

on
n

er,J.,con
cu

rrin
g

in
part

an
d

con
cu

rrin
g

in
th

e
ju

dgem
en

t);
Id

.at
589(B

reyer,J.,con
cu

rrin
g

in
part

an
d

con
cu

rrin
g

in
th

e
ju

dgem
en

t).

（
２８
）

Id
.at

591(K
en

n
edy,J.,con

cu
rrin

g
in

th
e

ju
dgem

en
t).

（
２９
）

Id
.at

602(S
teven

s,J.,dissen
tin

g).

（
３０
）

永
井
、
前
掲
注
（
５
）
一
一
二
頁
。

（
３１
）

A
C

L
U

v.A
sh

croft,322
F

.3d
240

(3d
C

ir.2003).

（
３２
）

C
on

solidated
A

ppropriation
s

A
ct

of2001,P
u

b.L
.N

o.106-554,114
S

tat.2763(2000).

（
３３
）

C
h

ildren
’s

In
tern

et
P

rotection
A

ct,114
S

tat.2763
A

-335(2000).

（
３４
）

E
-rate

は
、
一
九
九
六
年
通
信
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
認
定
さ
れ
た
図
書
館
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
購
入
す
る
際
に
連
邦
資
金
の
助
成
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（47

U
.S

.C
.A

.§
254(h

)
(1)

(B
)

(W
est.2001)

）。
ま
た
、

Ｌ
Ｓ
Ｔ
Ａ
は
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
及
び
技
術
法
（T

h
e

L
ibrary

S
ervices

an
d

T
ech

n
ology

A
ct

）
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
博
物
館
及

び
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
財
団
が
、
州
の
図
書
館
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
子
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
用
い
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
購
入
や
通
信
回
線
の
費
用
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
（20

U
.S

.C
.A

.§
§

9141(a)(1)(B
),(C

),(E
)

(W
est.2001)

）。

（
３５
）

C
IP

A
§

1712(a)(2),
20

U
.S

.C
.A

.
§

9134(f)(1)(A
)

(W
est.

S
u

pp.
2003);

C
IP

A
§

1721(b),
47

U
.S

.C
.A

.
§

254(h
)

(6)

(W
est.2001).

（
３６
）

Ｌ
Ｓ
Ｔ
Ａ
と
の
関
係
で
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
解
除
は
全
て
の
者
の
求
め
に
応
じ
て
行
い
う
る（20

U
.S

.C
.A

.§
9134(f)(3)(W

est.
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S
u

pp.2003)

）
が
、E

-rate

と
の
関
係
で
は
「
成
人
に
よ
る
利
用
の
間
」
だ
け
解
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
（47

U
.S

.C
.A

.§
254(h

)

(6)(D
)(W

est.2001)

）。

（
３７
）

A
m

erican
L

ibrary
A

ssociation
,In

c.v.U
n

ited
S

tates,201
F

.S
u

pp.2
d

401(E
.D

.P
a.2002).

（
３８
）

R
osen

berger
v.U

n
iversity

ofV
irgin

ia,515
U

.S
.819(1995).

（
３９
）

123
S

.C
t.at

2305(citation
om

itted).

（
４０
）

Id
.at

2306.

（
４１
）

Id
.at

2307-2308(qu
otin

g
R

u
st

v.S
u

llivan
,500

U
.S

.173,194(1991)).

（
４２
）

Id
.at

2308.

（
４３
）

V
elazqu

ez
v.L

egalS
ervices

C
orporation

,531
U

.S
.533(2001).

（
４４
）

123
S

.C
t.at

2308-2309.

（
４５
）

Id
.at

2309(K
en

n
edy,J.,con

cu
rrin

g
in

th
e

ju
dgem

en
t).

（
４６
）

Id
.at

2310(B
reyer,J.,con

cu
rrin

g
in

th
e

ju
dgem

en
t).

（
４７
）

Id
.at

2313(S
teven

s,J.,dissen
tin

g).

（
４８
）

Id
.at

2313-2314(qu
otin

g
A

sh
croft

v.F
ree

S
peech

C
oalition

535
U

.S
.234,255(2002)).

（
４９
）

Id
.at

2314.

（
５０
）

Id.at
2315(qu

otin
g

W
atch

tow
er

B
ible

&
T

ract
S

oc.ofN
.Y

.,In
c.v.V

illage
ofS

tratton
,536

U
.S

.150,166(2002)).

（
５１
）

N
ation

alE
n

dow
m

en
t

for
th

e
A

rts
v.F

in
ley,524

U
.S

.569
(1998).

（
５２
）

Id
.at

2319-2320(S
ou

ter,J.,dissen
tin

g).

（
５３
）

Id
.at

2321.

（
５４
）

Id
.at

2322.

（
５５
）

B
ern

ard
W

.B
ell,F

ilth
,F

ilterin
g,an

d
th

e
F

irstA
m

en
d

m
en

t,53
F

ed.C
om

m
.L

.J.191,205(2001).

（
５６
）

情
報
を
受
領
す
る
場
と
し
て
の
図
書
館
を
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、R

ich
ard

J.

P
eltz,U

se
”T

h
e

F
ilter

Y
ou

W
ere

B
orn

W
ith

”
:

T
h

e
U

n
con

stitu
tion

ality
of

M
an

d
atory

In
tern

et
F

ilterin
g

for
th

e
A

d
u

lt
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P
atron

s
ofP

u
blic

L
ibraries,77

W
ash

.L
.R

ev.397(2002).

（
５７
）

24
F

.S
u

pp.2
d

552(E
.D

.V
a.1998).

（
５８
）

M
ark

S
.

N
adel,

T
h

e
F

irst
A

m
en

d
m

en
t’s

L
im

itation
s

on
th

e
U

se
of

In
tern

et
F

ilterin
g

in
P

u
blic

an
d

S
ch

ool

L
ibraries

:
W

h
atC

on
ten

tC
an

L
ibrarian

s
E

xclu
d

e?,78
T

ex.L
.R

ev.1117,1133(2000).

（
５９
）

D
evelopm

en
ts

in
th

e
L

aw
-T

h
e

L
aw

ofC
yberspace,112

H
arv.L

.R
ev.1574,1599(1999).

（
６０
）

123
S

.C
t.at

2321-2322.

（
６１
）

B
oard

ofE
du

cation
v.P

ico,457
U

.S
.853

(1982)(plu
rality).

（
６２
）

R
u

st
v.S

u
llivan

,500
U

.S
.173

(1991).

（
６３
）

N
aion

alE
n

dow
m

en
t

for
th

e
A

rts
v.F

in
ley,524

U
.S

.569
(1998).

（
６４
）

468
U

.S
.364(1984).

（
６５
）

R
osen

berger
v.U

n
iversity

ofV
irgin

ia,515
U

.S
.819

(1995).

（
６６
）

V
elazqu

ez
v.L

egalS
ervices

C
orporation

,531
U

.S
.533

(2001).

（
６７
）

こ
の
点
で
は
、
反
対
意
見
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、
連
邦
法
の
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
定
め
る
、
図
書
館

助
成
へ
の
条
件
が
違
憲
な
条
件
に
あ
た
る
と
す
る
一
方
で
、
個
々
の
図
書
館
が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
の
利
用
を
試
み
る
こ
と
は
合
憲
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
（123

S
.

C
t.

at
2312-2313

(S
teven

s,
J.,

dissen
tin

g).

）。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ー
タ
裁
判
官
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
条

件
が
個
々
の
図
書
館
に
対
し
て
必
然
的
に
違
憲
と
な
る
行
為
を
求
め
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（Id

.
at

2320
(S

ou
ter,

J.,
dissen

tin
g).

）。

（
６８
）

A
C

L
U

v.A
sh

croft,322
F

.3
d

240
(3

d
C

ir.2003).

（
６９
）

352
U

.S
.380

(1957).

（
７０
）

463
U

.S
.60(1983).

（
７１
）

492
U

.S
.115(1989).

（
７２
）

L
aw

ren
ce

L
essig,W

h
at

T
h

in
gs

R
egu

late
S

peech
:

C
D

A
2.0

vs.F
ilterin

g
,38

Ju
rim

etrics
J.629,632(1998).

「
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
」
と
は
、（
ａ
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
的
プ
ロ
ト
コ
ル
、（
ｂ
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
標
準
及
び
標
準
的
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、（
ｃ
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
根
付
い
て
い
る
、
そ
れ
自
身
で
は
容
易
に
は
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
多
数
当
事
者
に
よ
る
協
調
行
動
な
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し
に
は
変
え
ら
れ
な
い
、
統
治
の
構
造
及
び
社
会
的
な
慣
行
の
パ
タ
ー
ン
を
指
す
。Law

ren
ce

L
essig

&
P

au
lR

esn
ick,Z

on
in

g
S

peech

on
th

e
In

tern
et:

A
L

egal
an

d
T

ech
n

ical
M

od
el,98

M
ich

.L
.R

ev.395,397
(1999).

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
「
コ
ー
ド
」
と
も
呼

ば
れ
る
。L

A
W

R
E

N
C

E
L

E
S

S
IG

,C
O

D
E

A
N

D
O

T
H

E
R

L
A

W
S

O
F

C
Y

B
E

R
S

P
A

C
E

(1999).
（
７３
）

L
essig

&
R

esn
ick,su

pra
n

ote
67,at

416-417.
see

also,L
E

S
S

IG
,su

pra
n

ote
67,ch

.12.

〔
付
記
〕

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
四
日
、
最
高
裁
は
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
差
戻
審
違
憲
判
決
の
上
訴
受
理
を
決
定
し
た
。〈h

ttp
://w

w
w

.

su
prem

ecou
rtu

s.gov/cou
rtorders/101403.pdf

〉.
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